
名古屋港西航路西側沿岸海域において、平成３１年４月３０日頃まで、
のり養殖漁業が行われております。
過去、航走波による漁船の転覆事故も発生しています。

西航路通航時には、操業漁船に注意し、航走波の軽減について御協
力をお願いします。
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